
『
年
金
分
割
の
た

め
の
情
報
通
知
書
』

は
、
即
日
交
付
さ
れ

ま
せ
ん
。
原
則
は
、

請
求
書
の
手
続
き
を

し
て
か
ら
お
お
む
ね

三
～
四
週
間
で
交
付

さ
れ
ま
す
。

通
知
書
を
入
手
す

る
ま
で
の
流
れ
は
、

次
の
と
お
り
で
す

（
②
の
必
要
書
類
を

持
参
し
て
、
直
接
年

金
事
務
所
や
共
済
組

合
の
窓
口
へ
出
向
い

て
も
構
い
ま
せ
ん
）
。

①

次
の
い
ず
れ
か

の
方
法
で
『
年
金
分

割
の
た
め
の
情
報
提

供
請
求
書
』
を
入
手

す
る

・
年
金
事
務
所
や
共
済
組
合
へ
書

類
を
請
求
す
る

・
年
金
事
務
所
や
共
済
組
合
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
書
類
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
す
る

・
年
金
事
務
所
（
会
社
員
等
）
や

共
済
組
合
（
公
務
員
）
の
窓
口
で

受
け
取
る

②

次
の
必
要
書
類
を
準
備
す
る

・
年
金
分
割
の
た
め
の
情
報
提
供

請
求
書
（
①
で
入
手
し
た
場
合
）

・
年
金
手
帳
（
共
済
年
金
の
場
合

は
、
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
）

・
夫
婦
の
婚
姻
期
間
等
を
明
ら
か

に
で
き
る
書
類
（
戸
籍
謄
本
な
ど
）

・
事
実
婚
の
場
合
は
、
事
実
婚
を

証
明
す
る
た
め
の
住
民
票

・
窓
口
に
て
請
求
す
る
場
合
は
、

本
人
確
認
で
き
る
書
類
（
運
転
免

許
証
な
ど
）

③

②
を
年
金
事
務
所
や
共
済
組

合
へ
郵
送
す
る
か
、
直
接
年
金
事

務
所
や
共
済
組
合
へ
持
参
す
る

④

年
金
分
割
の
た
め
の
情
報
通

知
書
を
受
け
取
る

②
の
請
求
書
に
あ
ら
か
じ
め
受

け
取
り
方
法
を
指
定
す
る
こ
と
が

で
き
る

・
請
求
書
提
出
先
の
窓
口
で
受
け

取
る

・
郵
送
に
よ
り
自
宅
で
受
け
取
る

・
郵
送
に
よ
り
自
宅
以
外
の
指
定

し
た
住
所
で
受
け
取
る

五
十
歳
以
上
の
方
や
障
害
年
金

の
受
給
権
者
は
、
希
望
す
る
と
年

金
分
割
を
按
分
割
合
五
〇
％
で
行
っ

た
場
合
・
年
金
分
割
を
行
わ
な
か
っ

た
場
合
・
希
望
す
る
按
分
割
合
で

行
っ
た
場
合
の
３
つ
の
パ
タ
ー
ン

で
年
金
受
給
見
込
額
も
あ
わ
せ
て

作
成
さ
れ
ま
す
。

年
金
分
割
の
手
続
き
は
離
婚
し

て
い
る
こ
と
が
大
前
提
で
す
。
ま

た
、
年
金
分
割
す
る
た
め
の
按
分

割
合
が
決
ま
っ
て
い
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

按
分
割
合
を
話
し
合
い
で
合
意

し
て
も
、
当
事
者
双
方
が
揃
っ
て

窓
口
に
出
向
か
な
け
れ
ば
、
公
正

証
書
に
し
て
年
金
分
割
請
求
時
に

提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

按
分
割
合
を
話
し
合
い
で
合
意

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め

に
、
家
庭
裁
判
所
で
の
裁
判
手
続

き
で
按
分
割
合
を
定
め
た
と
き
は
、

調
停
調
書
や
審
判
書
な
ど
の
裁
判

関
係
の
書
類
が
必
要
で
す
。

次
回
は
、
年
金
分
割
請
求
方
法

等
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。
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通
知
書
を入

手
す
る

按
分
割
合
合
意
の
証
拠

離
婚
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
と
き
に
、
財
産
分
与

と
と
も
に
年
金
も
分
割
で
き
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

離
婚
に
よ
る
年
金
の
分
割
に
つ
い
て
ご
紹
介
い
た

し
ま
す
。

Ｑ 地域別最低賃金は今年10月に改定されていますが、

産業別の最低賃金はいつ改定されますか。

Ａ
（今回は京都府のケースで回答いたします。）最低賃

金は、地域別最低賃金と特定（産業別）最低賃金の2

つがあり、いずれも時間額で定められていて、地域別最低

賃金は、今年の10月2日に807円から831円に改定されて

います。

先日（11月24日）に特定（産業別）最低賃金の改正が

決定し、官報公告されました。

今回の改定は、次の5業種について改定される予定です。

◎ 金属素形材製品、ボルト・ナット・リベット・小ねじ・

木ねじ等製造業

868 円 → 885 円（17 円引上げ）

◎ 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信

機械器具製造業

867 円 → 883 円（16 円引上げ）

◎ 輸送用機械器具、建設機械・鉱山機械製造業

873 円 → 889 円（16 円引上げ）

◎ 各種商品小売業

818 円 → 837 円（19 円引上げ）

◎ 自動車（新車） 小売業

809 円 → 835 円（26 円引上げ）

いずれも発効日は平成28 年12 月24 日（土）です。

なお、今回、次の３業種については、改正の申出が行わ

れていません。

● 印刷業

● はん用・生産用・業務用機械器具製造業

● 自動車小売業

いずれも地域別最低賃金831 円が適用されます。

「
過
労
死
等
防
止
対
策
推
進
法
」

の
施
行
以
後
、
長
時
間
労
働
の
削

減
や
過
重
労
働
の
解
消
に
向
け
て

監
督
指
導
・
捜
査
体
制
が
強
化
さ

れ
、
取
り
組
ま
れ
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
Ｄ
社
の
新
入
社
員
に

関
す
る
報
道
が
流
れ
ま
し
た
。

今
回
の
報
道
を
契
機
に
、
長
時

間
労
働
の
削
減
や
過
重
労
働
の
解

消
が
い
か
に
重
要
な
こ
と
で
あ
る

か
を
再
認
識
さ
れ
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

今
回
、
厚
生
労
働
省
は
平
成
二

十
八
年
度
第
二
次
補
正
予
算
に
お

い
て
、
長
時
間
労
働
の
抑
制
策
の

一
つ
と
し
て
「
勤
務
間
イ
ン
タ
ー

バ
ル
制
度
」
の
企
業
の
自
発
的
導

入
を
促
進
し
、
導
入
に
伴
う
企
業

へ
の
新
た
な
支
援
の
た
め
の
費
用

を
計
上
し
ま
し
た
。

『
平
成
二
十
四
年
版

労
働
経

済
の
分
析
』
二
百
九
十
一
ペ
ー
ジ

に
『
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
規
制
』

に
関
す
る
内
容
が
掲
載
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
内
容
に
、
勤
務
間
イ

ン
タ
ー
バ
ル
規
制
と
は
、
「
終
業

時
刻
か
ら
次
の
始
業
時
刻
ま
で
の

間
隔
（
イ
ン
タ
ー
バ
ル
）
の
最
短

時
間
を
規
制
す
る
こ
と
」
と
解
説

さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
「
終
業
時
刻
か
ら
次
の
始

業
時
刻
ま
で
の
間
隔
（
イ
ン
タ
ー

バ
ル
）
」
と
は
、
『
休
息
』
を
意

味
し
ま
す
。
一
九
九
三
年
の
E
U

指
令
に
お
い
て
、
終
業
時
刻
か
ら

次
の
始
業
時
刻
ま
で
の
最
短
時
間

を
二
十
四
時
間
に
つ
き
最
低
連
続

十
一
時
間
の
休
息
と
定
め
ま
し
た
。

例
え
ば
、
始
業
時
間
が
午
前
八

時
、
終
業
時
間
が
午
後
五
時
、
休

憩
一
時
間
の
社
員
が
午
後
十
一
時

ま
で
残
業
し
た
場
合
に
、
そ
の
十

一
時
間
後
の
翌
日
午
前
一
〇
時
ま

で
は
就
業
さ
せ
て
は
い
け
な
い
と

い
う
こ
と
で
す
。
（
図
参
照
）

同
様
の
規
制
と
し
て
は
、
ト
ラ
ッ

ク
や
バ
ス
、
タ
ク
シ
ー
の
自
動
車

運
転
者
に
対
す
る
「
自
動
車
運
転

者
の
労
働
時
間
等
の
改
善
の
た
め

の
基
準
」
（
一
九
八
九
年
二
月
九

日
労
働
省
告
示
第
七
号
）
で
、
継

続
し
た
休
息
期
間
を
与
え
る
こ
と

が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

厚
生
労
働
省
は
、
平
成
二
十
九

年
度
に
職
場
意
識
改
善
助
成
金

（
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
導
入
コ
ー

ス
（
仮
称
）
）
を
創
設
し
、
勤
務

間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
を
導
入
し
た
中

小
企
業
に
対
し
て
、
就
業
規
則
等

の
作
成
・
変
更
費
用
や
研
修
費
用
、

労
務
管
理
用
機
器
等
の
導
入
・
更

新
費
用
等
を
助
成
す
る
予
定
で
す
。

十
二
日

○
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得

届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
採
用
し

た
労
働
者
が
い
る
場
合
）

［
公
共
職
業
安
定
所
］

○
労
働
保
険
一
括
有
期
事
業
開
始

届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
一
括
有

期
事
業
を
開
始
し
て
い
る
場
合
）

［
労
働
基
準
監
督
署
］

（
翌
年
一
月
四
日
）

○
健
保
・
厚
年
保
険
料
の
納
付

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

○
日
雇
健
保
印
紙
保
険
料
受
払
報

告
書
の
提
出

［
年
金
事
務
所
］

○
労
働
保
険
印
紙
保
険
料
納
付
・

納
付
計
器
使
用
状
況
報
告
書
の
提

出

［
公
共
職
業
安
定
所
］

本
年
最
後
の
給
料
の
支
払
を
受
け

る
日
の
前
日
ま
で

○
給
与
所
得
者
の
保
険
料
控
除
申

告
書
兼
給
与
所
得
者
の
配
偶
者
特

別
控
除
申
告
書
の
提
出

［
給
与
の
支
払
者
］

賞
与
支
給
月
の
場
合

○
賞
与
を
支
給
し
た
と
き
：
支
払

日
か
ら
五
日
以
内
に
賞
与
支
払
届

と
賞
与
支
払
届
総
括
表
の
提
出

［
年
金
事
務
所
］

○
賞
与
の
支
給
が
な
か
っ
た
と
き
：

賞
与
支
払
届
総
括
表
の
提
出

［
年
金
事
務
所
］
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来
年
八
月
に
年
金
短
縮
法
が

施
行
さ
れ
る
と
、
約
六
十
四
万

人
の
方
が
年
金
を
受
給
で
き
る

よ
う
に
な
る
と
の
こ
と
で
す
。

年
金
の
受
給
に
必
要
な
保
険

料
の
納
付
期
間
が
十
年
以
上
あ

る
方
が
対
象
で
す
が
、
十
年
に

満
た
な
い
方
で
も
“
合
算
対
象

期
間
”
を
合
わ
せ
て
十
年
に
な

れ
ば
受
給
が
可
能
で
す
。

ぜ
ひ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
。

（
ぎ
ん
）

藤田社会保険労務士事務所

e-mail
k-fujita@k-fujita-sr.com

URL http://k-fujita-sr.com

TEL・FAX 075-611-5300

〒612-8017
京都市伏見区桃山南大島町1-4-41-504

編
集
後
記

十
二
月
の
労
務
手
続

［
提
出
先
・
納
付
先
］

勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
規
制

補
正
予
算
へ
計
上

制
度
導
入
の
助
成
（
予
定
）

【制度導入前】

【制度導入後】

午後11時

まで勤務

午後11時

まで勤務

（休息時間）

9時間後に出勤

（休息時間）

この間隔を最低11時間空ける

（義務化）

午前8時

から勤務

午前10時

から勤務

（ 図 ）



介
護
休
業
を
取
得
す
る
た
め
の

『
要
介
護
状
態
』
と
は
、
育
児
・

介
護
休
業
法
に
『
負
傷
、
疾
病
又

は
身
体
上
若
し
く
は
精
神
上
の
障

害
に
よ
り
、
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
期
間
に
わ
た
り
常
時
介
護
を

必
要
と
す
る
状
態
』
と
定
義
さ
れ

て
い
ま
す
。

一
方
、
育
児
・
介
護
休
業
法
施

行
規
則
で
『
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
期
間
』
を
二
週
間
以
上
の
期

間
と
し
て
い
ま
す
が
、
『
常
時
介

護
を
必
要
と
す
る
状
態
』
に
つ
い

て
は
、
一
定
の
判
断
基
準
を
示
し

て
い
る
の
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。

現
行
の
『
常
時
介
護
を
必
要
と

す
る
状
態
に
関
す
る
判
断
基
準
』

で
は
、
介
護
保
険
の
要
介
護
状
態

区
分
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
次
の

項
目
で
判
断
す
る
こ
と
と
な
っ
て

い
ま
す
。

今
回
改
正
さ
れ
た
育
児
・
介
護

休
業
法
（
平
成
二
十
九
年
一
月
一

日
施
行
予
定
）
で
は
、
現
行
の
判

断
基
準
に
介
護
保
険
の
要
介
護
状

態
区
分
を
含
め
、
か
つ
、
前
掲
の

①
と
②
を
整
理
し
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
判
断
基
準
に
厳
密
に

従
う
こ
と
で
労
働
者
の
介
護
休
業

取
得
が
制
限
さ
れ
て
し
ま
わ
な
い

よ
う
に
、
介
護
を
す
る
労
働
者
の

個
々
の
事
情
に
あ
わ
せ
て
、
で
き

る
限
り
事
業
主
の
柔
軟
な
運
用
が

望
ま
れ
て
い
ま
す
。
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「
常
時
介
護
を
必
要
と
す
る
状

態
」
と
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

①

日
常
生
活
動
作
事
項
の
歩

行
、
排
泄
、
食
事
、
入
浴
及
び

着
脱
衣
の
五
項
目
の
う
ち
、
全

部
介
助
が
一
項
目
以
上
及
び
一
部

介
助
が
二
項
目
以
上
あ
り
、
か
つ
、

そ
の
状
態
が
継
続
す
る
と
認
め
ら

れ
る
こ
と
。

②

問
題
行
動
欄
の
攻
撃
的
行
為
、

自
傷
行
為
、
火
の
扱
い
、
徘
徊
、

不
穏
興
奮
、
不
潔
行
為
及
び
失
禁

の
七
項
目
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
項

目
以
上
が
重
度
又
は
中
度
に
該
当

し
、
か
つ
、
そ
の
状
態
が
継
続
す

る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

状
態
が
継
続
す
る
と
認
め
ら
れ
る

こ
と
。

【
状
態
①
～
⑫
に
つ
い
て
は
（
別

表
）
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
】

項目 ／ 状態 １（注１） 2（注2） 3

①座位保持（10分間
一人で座っているこ

とができる）

支えてもらえれ

ばできる（注３）
自分で可 できない

②歩行（立ち止まら

ず、座り込まずに５

ｍ程度歩くことがで

きる）

つかまらな

いでできる

何かにつかまれ

ばできる できない

③移乗（ベッドと車
いす、車いすと便座

の間を移るなどの乗

り移りの動作）

自分で可
一部介助、見守

り等が必要

全面的介助が

必要

④水分・食事摂取

（注４）
自分で可

自分で可

自分で可

一部介助、見守

り等が必要

一部介助、見守

り等が必要

一部介助、見守
り等が必要

全面的介助が

必要

全面的介助が

必要

全面的介助が

必要

⑤排泄

⑥衣類の着脱

⑦意思の伝達 できる ときどきできない できない

⑧外出すると戻れな
い

ない ときどきある
ほとんど毎回
ある

ほとんど毎日

ある（注５）
ときどきある

ときどきある
ほとんど毎日

ある

ない

ない

⑨物を壊したり衣類
を破くことがある

⑩周囲の者が何らか

の対応をとらなけれ
ばならないほどの物

忘れがある

⑪薬の内服

⑫日常の意思決定

（注６）

自分で可

できる

全面的介助が

必要

ほとんどでき
ない

一部介助、見守

り等が必要

本人に関する重
要な意思決定は

できない（注７）

（
注
１
）
各
項
目
の
１
の
状
態
中
、
「
自
分
で
可
」
に
は
、
福
祉
用
具
を
使
っ
た
り
、
自
分
の

手
で
支
え
て
自
分
で
で
き
る
場
合
も
含
む
。

（
注
２
）
各
項
目
の
２
の
状
態
中
、
「
見
守
り
等
」
と
は
、
常
時
の
付
き
添
い
の
必
要
が
あ
る

「
見
守
り
」
や
、
認
知
症
高
齢
者
等
の
場
合
に
必
要
な
行
為
の
「
確
認
」
、
「
指
示
」
、
「
声

か
け
」
等
の
こ
と
を
い
う
。

（
注
３
）
「
①
座
位
保
持
」
の
「
支
え
て
も
ら
え
れ
ば
で
き
る
」
に
は
背
も
た
れ
が
あ
れ
ば
一

人
で
座
っ
て
い
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
も
含
む
。

（
注
４
）
「
④
水
分
・
食
事
摂
取
」
の
「
見
守
り
等
」
に
は
動
作
を
見
守
る
こ
と
や
、
摂
取
す

る
量
の
過
小
・
過
多
の
判
断
を
支
援
す
る
声
か
け
を
含
む
。

（
注
５
）
⑨
３
の
状
態
（
「
物
を
壊
し
た
り
衣
類
を
破
く
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
毎
日
あ
る
」
）
に

は
「
自
分
や
他
人
を
傷
つ
け
る
こ
と
が
と
き
ど
き
あ
る
」
状
態
を
含
む
。

（
注
６
）
「
⑫
日
常
の
意
思
決
定｣

と
は
毎
日
の
暮
ら
し
に
お
け
る
活
動
に
関
し
て
意
思
決
定
が

で
き
る
能
力
を
い
う
。

（
注
７
）
慣
れ
親
し
ん
だ
日
常
生
活
に
関
す
る
事
項
（
見
た
い
テ
レ
ビ
番
組
や
そ
の
日
の
献
立

等
）
に
関
す
る
意
思
決
定
は
で
き
る
が
、
本
人
に
関
す
る
重
要
な
決
定
へ
の
合
意
等
（
ケ
ア
プ

ラ
ン
の
作
成
へ
の
参
加
、
治
療
方
針
へ
の
合
意
等
）
に
は
、
指
示
や
支
援
を
必
要
と
す
る
こ
と

を
い
う
。

「
常
時
介
護
を
必
要
と
す
る
状

態
」
と
は
、
以
下
の
（
一
）
ま

た
は
（
二
）
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
場
合
で
あ
る
こ
と
。

（
一
）
介
護
保
険
制
度
の
要
介

護
状
態
区
分
に
お
い
て
要
介
護

２
以
上
で
あ
る
こ
と
。

（
二
）
状
態
①
～
⑫
の
う
ち
、

２
が
二
つ
以
上
ま
た
は
３
が
一

つ
以
上
該
当
し
、
か
つ
、
そ
の

【 別 表 】

平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら

六
十
五
歳
以
上
の
方
（
※
一
）
も

「
高
年
齢
被
保
険
者
」
と
し
て
雇

用
保
険
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
末
ま
で

に
雇
用
し
て
い
る
六
十
五
歳
以
上

の
方
に
つ
い
て
適
用
要
件
に
該
当

す
る
か
ど
う
か
は
、
平
成
二
十
九

年
一
月
一
日
時
点
で
対
象
者
か
ど

う
か
判
断
し
ま
す
。

適
用
要
件
に
該
当
す
る
方
に
つ

い
て
は
、
管
轄
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

に
届
出
が
必
要
で
す
。

届
出
期
限
は
、
次
の
と
お
り
で

す
。

な
お
、
「
高
年
齢
被
保
険
者
」

の
保
険
料
（
※
二
）
は
平
成
三
十

一
年
度
ま
で
は
免
除
と
な
り
ま
す
。

平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
以
降

は
、
「
高
年
齢
被
保
険
者
」
と
な
っ

た
六
十
五
歳
以
上
の
方
に
つ
い
て

も
離
職
し
、
受
給
要
件
を
満
た
せ

ば
、
高
年
齢
求
職
者
給
付
金
が
給

付
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
給
付
金
を
受
け
る
に

は
、
離
職
後
に
住
居
地
を
管
轄
す

る
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
求
職
の
申
込

み
を
し
た
上
で
、
受
給
資
格
の
決

定
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
そ
の
後
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
か
ら
指
定
さ
れ
た
失
業
の
認
定

日
に
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
失
業
の
認

定
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

な
お
、
高
年
齢
求
職
者
給
付
金

は
、
被
保
険
者
で
あ
っ
た
期
間
が

一
年
以
上
の
場
合
に
は
基
本
手
当

日
額
の
五
十
日
分
、
被
保
険
者
で

あ
っ
た
期
間
が
一
年
未
満
の
場
合

に
は
基
本
手
当
日
額
の
三
十
日
分

が
一
時
金
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
給
付
金
は
年
金
と
併

給
が
可
能
で
す
。

そ
の
ほ
か
に
、
要
件
を
満
た
し

た
場
合
に
は
、
育
児
休
業
給
付
金

や
介
護
休
業
給
付
金
、
教
育
訓
練

給
付
金
も
支
給
対
象
と
な
り
ま
す
。

余
談
で
す
が
、
育
児
休
業
法
の

改
正
に
伴
い
、
平
成
二
十
九
年
一

月
一
日
よ
り
育
児
休
業
・
介
護
休

業
給
付
金
の
要
件
も
見
直
さ
れ
ま

す
。

（
※
一
）
一
週
間
の
所
定
労
働
時

間
が
二
十
時
間
以
上
、
か
つ
三
十

一
日
以
上
の
雇
用
見
込
み
が
あ
る

労
働
者
に
対
し
て
適
用
さ
れ
ま
す
。

（
※
二
）
平
成
二
十
八
年
度
の
雇

用
保
険
料
率
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六
十
五
歳
以
上
の
方
も
対
象

各
種
給
付
金
も
対
象

●
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
以

降
に
新
た
に
雇
用
し
た
場
合

雇
用
し
た
時
点
か
ら
高
年
齢

被
保
険
者
と
な
り
、
雇
用
し
た

日
の
属
す
る
月
の
翌
月
十
日
ま

で
に
届
け
出
る
こ
と

●
平
成
二
十
八
年
十
二
月
末
日

ま
で
に
雇
用
し
て
い
る
適
用
除

外
の
方
を
平
成
二
十
九
年
一
月

一
日
以
降
も
継
続
し
て
雇
用
す

る
場
合

平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
よ

り
高
年
齢
被
保
険
者
と
な
り
、

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

日
ま
で
に
届
け
出
る
こ
と
（
提

出
期
限
の
特
例
）

●
平
成
二
十
八
年
十
二
月
末
日

現
在
「
高
年
齢
継
続
被
保
険
者
」

の
方「

高
年
齢
被
保
険
者
」
に
な

り
ま
す
が
、
届
け
出
は
必
要
あ

り
ま
せ
ん
。

平成２８年度の雇用保険料率（平成２８年４月１日から適用）

①＋②

雇用保険料率

①

労働者負担

②

事業主負担

一般の事業

農林水産・

清酒製造の事業

建設の事業

1.１％

1.３％

1.４％

0.４％

0.５％

0.７％

0.５％

０.８％

０.９％

≪各事業所のニーズに応じてお選びいただけます。≫

給与計算には欠かせない入

退社手続き等の関連手続き

もサポートいたします。

給与計算と各種手続きや労

務相談・指導などトータル

サポートいたします。

給与計算代行 給与計算代行 + 社会保険関係手 給与計算代行 + 顧問契約

お申込み・お問い合わせは、藤田社会保険労務士事務所までご連絡ください。

毎月の給与や賞与の計算と

付帯業務についてサポート

いたします。


